
 

 

 

                     公益財団法人やまぐち産業振興財団 

 当財団では、企業の中核を担う人材の育成に取り組む事業者を支援す

るため、従業員等に高度な知識・技術の習得に向けた研修等を受講させ

る企業に対して、費用の一部を補助します。以下のとおり補助金の募集

を行いますので、交付要綱をご確認の上、ご応募ください。 

 

 

県内に主たる事務所を有する中小企業者（みなし大企業を除く） 

 
 

 

専門的な知識・技術の習得に向けた、以下の全ての要件を満たす研修  
○研修等の内容が、以下に示す項目に該当するものであること 

○（公財）やまぐち産業振興財団が実施する研修でないこと 

○国家資格等の取得に係る研修でないこと 

○（公財）やまぐち産業振興財団の交付決定日以降に研修の申込/受講や経費の 

支払いをするものであること 
 
 

 

【一 般 型】補助上限  30千円/人(1社あたり 150千円まで) 

【外部講師招へい型】補助上限  30千円/回(1社あたり 150千円まで) 

【長 期 研 修 型】補助上限 500千円/人(1社あたり 1人まで) 

○補助率１／２以内 

 

 

 研修受講費等補助金交付申請書（当財団ホームページからダウンロード可）に必要

事項を記載し、提出してください。 

 

 

 

 

〔問合せ先・申請先〕 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 経営企画部 企画グループ 

〒753-0077 山口市熊野町１番１０号 ＮＰＹビル１０Ｆ【連絡先】083-922-3700 

ＨＰ http://www.ymg-ssz.jp 

※本事業は、山口県の「産業人材創造事業」により実施しています。 

研修項目 

戦略・マーケティング、労務マネジメント、業務改善、情報セキュリティ、IT

戦略、生産・品質管理、現場改善の進め方、高度なものづくり技術  

受講する研修等の内容により、補助対象とならない場合があります。また、予算に限り

がありますので、申請される方はあらかじめご相談ください。 

研修受講費等補助金のご案内 

対  象  者 

対象となる研修等 

補 助 金 額 

補助金の申請方法 


